
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

広報 

やないづ 

お知らせ版 

 １０⽉３１⽇（⽊）、Ｂ＆Ｇ海洋センターにおいて、第３１回
市町村対抗福島県縦断駅伝競⾛⼤会柳津町チーム結団式並びに
壮⾏会が⾏われました。 
 今年の柳津町は中学⽣を中⼼とした若いチーム編成で、今年
初めて参加する選⼿もいるなど、どのような⾛りを⾒せてくれ
るのかとても楽しみです。選⼿の皆さんは、「練習の成果を発揮
したい」「楽しんで⾛りたい」「台⾵災害に遭われた皆さんを勇
気付けられるような⾛りをしたい」など抱負を語りました。 
 １１⽉１７⽇（⽇）、柳津町チームの応援をよろしくお願いい
たします！！ 

２０１９年（令和元年） １１／８号 ｖｏｌ．４７７ 
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⼾別受信機の設置については、回覧⽂書や広報やないづお知らせ版等でご案内しておりますが、⼯事期⽇
が変更となりましたので、改めてお知らせします。 
 
１．⼯事期⽇：現在作業中（９⽉１８⽇開始）〜令和２年２⽉中旬頃（不在宅等の設置完了予定） 
  
 
 
 
 
 
 

※上記に記載の無い地区については、着⼿済みで順次作業を進めています。 
※時期は予定です。作業の進捗状況により⼤きく変更となる場合がありますので、ご了承願います。 

 
２．⼯事内容：①新しい⼾別受信機を各家庭に設置します。 

②電波状況の悪い地域は、軒下等にダイポールアンテナを設置します。 
※不在の際は、不在票を置いていきますので、ご連絡をお願いします。後⽇、⼯事⽇程を調整 

させて頂きます。 
       ※⼾別受信機は貸与となりますので、申請書と受領書に記名捺印をお願いします。 
       ※既設の⼾別受信機については、デジタルの電波に切替え次第、回収に伺います。 

※⼯事には、東芝関連会社の作業員が伺います。名札を提⽰しますのでご協⼒をお願いします。 
 
３．電波切替：デジタル波については、１１⽉下旬頃より送出予定であり、送出後は新しい⼾別受信機で受 

信します。 
アナログ波は１１⽉下旬頃に停⽌の予定で、停⽌後は既設の⼾別受信機では受信できなくな 
ります。⼤変ご迷惑をお掛けしますが、アナログ波停⽌時に新しい⼾別受信機が設置されて 
いない場合は屋外拡声⼦局（屋外スピーカー）で放送内容をご確認願います。 

 
問 【⼯  事】東芝インフラシステムズ株式会社東北⽀社現場事務所 電話０２４１－４２－２７０２ 

【防災無線】柳津町総務課総務班                電話０２４１－４２－２１１２ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 町防災⾏政無線のデジタル化改修⼯事に伴い、⼤平町⼦局と冑中⼦局について、下記により防災⾏政無線
放送が⼀時停⽌となります。⼤変ご不便をお掛けしますが、ご理解とご協⼒をお願い致します。 
 
１．停⽌期間：令和元年１１⽉１８⽇（⽉）〜２８⽇（⽊）予定 
       ※停⽌期間中は、⼾別受信機で放送内容を確認願います。 

※作業が終了次第、放送開始します。 
 
２．事 由：屋外拡声⼦局の新設のため（敷地の都合上、既設と同じ場所に設置するため。） 
 
問 総務課総務班 電話４２－２１１２ 

柳津町防災⾏政無線デジタル化改修⼯事に係る⼾別受信機の設置について

【地区別作業開始予定表】 １１⽉上旬〜：猪⿐・⼤野新⽥・岩坂町・⼤平町・桐ヶ丘・柳ヶ丘・檀ノ浦
１１⽉中旬〜：古屋敷・⽯⽣・椿・⻑窪 
１１⽉下旬〜：五畳敷・⼤野・中野・⿇⽣ 
１２⽉上旬〜：⽯神・新村・出倉・野⽼沢・⼩巻・⼀王町・⾨前町 
１２⽉中旬〜：諏訪町・寺家町・安久津 

柳津町防災⾏政無線屋外拡声⼦局（⼤平町⼦局・冑中⼦局）放送の⼀時停⽌について

２



 
 
 
 

家屋の固定資産税は毎年１⽉１⽇現在の状況に基づいて課税され、家屋の滅失は主に家屋滅失届書や
法務局での滅失登記により、税額算定に反映されます。建て替えや⽼朽化などにより、住宅や倉庫など
家屋の⼀部または全部を取り壊し（滅失）しましたら、「家屋滅失届書」により総務課税務班まで届け出
をお願いします。家屋滅失の届け出を忘れてしまいますと、次年度以降の税額算定に影響がある場合が
ありますので、ご注意ください。 
 
家屋滅失届書⽤紙について：・⽤紙は税務班窓⼝に⽤意しております。 

「柳津町ホームページトップ」→「税⾦について」からも⽤紙をダウンロードできます。  
・税務班窓⼝で記⼊・届出なされる場合には印鑑を持参願います。 

 
問 総務課税務班 電話４２－２１１４ 
 
 
 
 
 
 
 
 
インフルエンザウイルスがのどや気管⽀、肺で感染・増殖することによって発症する病気です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜ 予防 ＞ ● 外出後の⼿洗い・うがいは予防に有効です。こまめな⼿洗い・うがいをしましょう 

● 咳やくしゃみなどの症状がある時は、早めにマスクを着⽤し、「うつさない・うつら
ない」予防をしましょう。 

● インフルエンザは、肺炎や脳炎（インフルエンザ脳症）等を合併して重症化する事 
があります。インフルエンザワクチンの接種でインフルエンザウイルスがきっかけ
となる肺炎や脳症などの重症化を予防する効果があります。 

 
※⾼校⽣以下及び６５歳以上の⽅のインフルエンザ予防接種の助成を⾏っております。助成期間は令和
元年１１⽉１⽇（⾦）から令和２年１⽉３１⽇（⾦）までです。早めにかかりつけの医療機関で接種す
ることをおすすめします。 
 
問 町⺠課保健衛⽣班 電話４２－２１１８ 

住宅や倉庫など家屋の滅失（取り壊し）届書について 

インフルエンザの流⾏が始まりました 

感染 約１〜３⽇ 発症 ・３８℃以上の⾼熱 
・関節痛、筋⾁痛、頭痛等

・せき 
・⿐⽔ 
・のどの痛み 

軽快

【潜伏期間】 【約１〜３⽇】 【約１週間】 

・⾶沫感染 … 感染した⼈の咳やくしゃみから⾶散したウイルスを⿐や⼝から吸い込むことで感染。
・接触感染 … ウイルスが付着した、ドアノブなどを触り、⼿を洗わずに、ものを⾷べたり、⿐や⼝

を触ることで感染。 

３



 
 

 
 

町では、公共⽤⽔域の⽔質汚濁状況を監視するための⽔質検査を年４回（６・８・１１・２⽉）計画
しており、今回実施した検査結果は下記のとおり河川の環境基準内でした。 
 
⽣活環境項⽬（年４回）   検査⽇：９⽉１７⽇（⽕） ※降⾬による河川の濁りにより９⽉に実施 

№ 河川名 
（地点名） 

検査項⽬

気温 ℃ ⽔温 ℃ pH DO mg/L BOD mg/L 浮遊物質量

環境基準（河川） ― ― 6.5 以上 8.5 以下 5 ㎎/L 以上 5 ㎎/L 以下 50 ㎎/L 以下

1 滝⾕川 
（琵琶⾸地内） 24.2 16.8 7.5 9.2 0.5 未満 1 未満 

2 滝⾕川 
（湯ノ⼊沢合流上流） 24.2 19.8 7.2 8.9 0.5 未満 1 

3 滝⾕川 
（滝の湯橋下） 24.5 19.0 7.1 9.2 0.5 未満 1 

4 滝⾕川 
（⼩郷橋下） 25.5 21.5 7.4 7.9 0.5 未満 1 未満 

5 東川 
（上新⽥橋下） 25.2 19.8 7.8 8.8 0.5 1 未満 

6 銀⼭川 
（⿊滝地内） 26.0 23.2 7.8 8.5 0.5 未満 2 

7 只⾒川 
（⿇⽣⼤橋） 25.5 20.2 7.1 9.0 1.1 3 

8 只⾒川 
（⿂渕） 26.0 21.2 6.9 8.7 0.5 未満 3 

9 沢尻川 
（⽯坂集会所下） 25.8 21.8 7.8 8.2 0.5 3 

 
問 町⺠課保健衛⽣班 電話４２－２１１８ 
 
 
 
 
 
 
 
 

法務省⼈権擁護局及び全国⼈権擁護委員連合会では、毎年１２⽉４⽇から１２⽉１０⽇を「⼈権週間」として定
めており、⼈権尊重思想の普及⾼揚を図るため、各地で⼈権擁護委員による「特設⼈権相談所」が開設されています。 
 本町においても、下記により実施しますので、困りごとや悩みごとなどありましたら、お気軽にご相談ください。 
 
◇ ⽇時：令和元年１２⽉５⽇（⽊） 午前１０時から午後３時 
 
◇ 場所：やないづふれあい館 ※相談は無料で、秘密は厳守します。 
 
問 町⺠課住⺠福祉班 電話４２-２１１８ 

令和元年度公共⽤⽔域⽔質検査結果 

４

特設⼈権相談所の開設について



 
 
 
 

１１⽉１５⽇（⾦）から狩猟が解禁となります。⼭に⼊る⽅は、ハンターの⽬につきやすい⽬⽴つ服
装（蛍光⾊など）を⼼がけてください。  
 ハンターのみなさんは、⿃獣保護管理法に定められた様々な制度があることを念頭に置き、他の狩猟
者や住⺠などとのトラブルが⽣じないようマナーを遵守して狩猟を⾏ってください。 
 
◇ 狩猟期間：令和元年１１⽉１５⽇（⾦）から令和２年２⽉１５⽇（⼟） 

※イノシシ、シカについては令和２年３⽉１５⽇（⽇）まで 
 
問 地域振興課農林振興班 電話４２-２１１６ 
 
 
 
 
 
 
 
 

⽶の全量全袋検査については、農家の皆さまのご理解とご協⼒をいただき、感謝申し上げます。 
柳津町産⽶の全量全袋検査の実績数量は、約３６，９００袋（１０⽉末⽇現在）であり、検査結果は

全て基準値以下（測定下限値未満）となっており、安全であることが証明されております。 
安全安⼼なお⽶を消費者に届けるため、未だ検査がお済みでない⽅は必ず検査を受けてください。 

 
◇ 検査の対象：出荷・販売する⽶だけでなく、飯⽶、縁故⽶など、全ての⽶が検査対象となります。 

検査は出荷する状態（３０ｋｇ⽶袋、⽞⽶）で⾏います。 
 
◇ 検査の申込：個⼈で直接販売する⽶及び飯⽶などは地域農業再⽣協議会で集荷し、検査後に返却し

ます。（なお、令和元年産の⽶の運搬については１袋あたり１１３円（⽚道）の運賃が
必要となるため、各⾃運搬でも検査が可能です。） 

◇ 検査の申込：バーコードラベルの貼り付けまで終了しましたら、地域振興課農林振興班へ予約して
ください。 
※各⾃で運搬される⽅は、予約申込みの際に運搬⽇をお申し付けください。 

 
◇ そ の 他：必ず新しい⽶袋を使⽤してください。バーコードラベルは正しい位置に貼り付けてく

ださい。 
 
問 地域振興課農林振興班        電話４２-２１１６ 

ＪＡ会津よつば柳津営農経済センター 電話４２-２６１６ 
 
 
 
 
 
 
 
 

令和元年産⽶全量全袋検査について 

狩猟解禁について

５



 
 
 
 

事業所得（農業含む）、不動産所得及び⼭林所得を有する、全ての住⺠税及び所得税の⽩⾊申告者に
ついて平成２６年１⽉から帳簿の記帳及び保存が義務付けされています。 

税務署では、記帳と帳簿書類の保存制度の概要や令和元年分の確定申告に当たっての決算の仕⽅等
を説明する「決算説明会」を次のとおり実施します。 
 

開 催 年 ⽉ ⽇ 時    間 場    所 

令和元年１２⽉１０⽇（⽕） 午後１時３０分から午後３時 会津坂下町 
中央公⺠館２階「⼤研修室」

令和元年１２⽉１１⽇（⽔） 午前１０時から午前１１時３０分 
午後１時３０分から午後３時

会津若松市役所河東⽀所 
２階「⼤会議室」 

 
※「会津若松市役所河東⽀所」に⾃家⽤⾞等でおいでの⽅は、庁舎⻄側駐⾞場をご利⽤ください。 
 
問 会津若松税務署 個⼈課税第⼀部⾨ 電話０２４２－２７－４３１４ 
 
 
 
 
 
 
 
 

財務省福島財務事務所では、専⾨相談員が家計や借⾦の状況等をお伺いし、家計の⾒直しに関するア
ドバイスや、必要に応じて弁護⼠などの専⾨家に引継ぎを⾏う相談会を開催いたします。返しきれない
借⾦でお悩みの⽅、⽣活資⾦不⾜により返済困難な⽅など、どなたでもご利⽤いただけます。 

まずは⼀⼈で悩まず、お気軽にご相談ください。【相談無料・秘密厳守】 
 
◇ ⽇ 時：令和元年１２⽉１７⽇（⽕） 午後１時から午後５時 

※原則予約制（予約締切⽇：令和元年１２⽉１６⽇） 
 
◇ 会 場：会津地⽅振興局（福島県会津若松合同庁舎）本館 １階会議室 

会津若松市追⼿町７－５ 
 
◇ 受 付 時 間：⽉曜⽇〜⾦曜⽇（祝⽇除く）午前８時３０分から正午 

午後１時から午後４時３０分 
 
◇ 問合せ・予約先：財務省福島財務事務所 理財課 

電話０２４－５３３－００６４（多重債務相談窓⼝専⽤） 
 
 
 
 

⽩⾊申告決算説明会について

家計とお⾦の悩みに関する無料相談会 

６



 
 
 
 

福島県事業引継ぎ⽀援センターは、事業承継の問題などの相談を受け⽀援する公的な機関です。相談
にあたる相談員、専⾨家、仲介機関などは秘密を厳守しますので、安⼼して相談ください。相談料は無
料です。 
 
相談内容の例 １．後継者がいない 

２．事業の引継ぎ⽅がわからない 
３．創業・起業を考えている 
４．廃業を考えている 
５．事業承継の⽅法について知りたい 

 
◇ 対 象：事業承継を考えている中⼩企業（法⼈、個⼈）の⽅ 
 
◇ 相談時間：平⽇午前８時３０分から午後５時１５分まで（※⼟⽇、祝⽇、年末年始を除く） 
 
◇ 申し込み：原則事前予約制です。下記の電話番号またはファックスまでお申込ください。 
 
問 福島県事業引継ぎ⽀援センター 〒９６３－８００５ 

福島県郡⼭市清⽔台⼀丁⽬３－８郡⼭商⼯会議所会館４０３号 
電話番号０２４－９５４－４１６３ 
ファクス０２４－９５４－４１６４ 

 
 
 
 
 
 
 
 

宮下病院では、毎週⽊曜⽇愛ばんしょ外来を開設しています。どなたでも無料でご利⽤できますので、
お誘い合わせのうえ、お気軽にお越しください。 
 
◇ 場 所：宮下病院 外来待合室など（⼤沼郡三島町⼤字宮下字⽔尻１１５０） 
◇ ⽇ 時：【相談コーナー】 午前９時から午前１２時、午後１時から午後４時（各⽊曜⽇） 

      【健 康 教 室】 午前１０時３０分から午前１１時 
【住⺠交流事業】 午前１０時から午前１１時３０分 

                                                    

１１⽉１４⽇（⽊） ◇ 健康教室 「⾷中毒」          講師：栄養⼠ 

１１⽉２１⽇（⽊） ◇ 健康教室 「正しい⼿洗いとうがい⽅法」  講師：看護師 

１１⽉２６⽇（⽕） ◇ 住⺠交流事業 「⾚べこ絵付け体験」 講師：清柳苑職員 

１１⽉２８⽇（⽊） ◇ 健康教室 「⾷中毒」 講師：栄養⼠ 

 
問 福島県⽴宮下病院事業部 電話０２４１－５２－２３２１ 

福島県事業引継ぎ⽀援センターのご案内 

これらのほかにもさまざま
な相談を受け付けています。

７

愛ばんしょ外来からのお知らせ



 
 
 
 

第⼀弾プレミアム付き福満商品券の有効期限は令和元年１１⽉３０⽇（⼟）です。有効期限を過
ぎた商品券は無効となり、使⽤できなくなります。お⼿元に商品券をお持ちの⽅は期限内にご利⽤ください。 
 
問 柳津町商⼯会 電話４２-２５５２ 
 
 
 
 
 
 
 
 

県内では、侵⼊盗事件が増加しています。会津坂下警察署管内でも昨年⽐で６件増加しています。在宅時でも
⼾締りをしてください。補助錠、防犯カメラ、防犯ベルなどの防犯設備を活⽤し被害防⽌に努めてください。 

また、夜間など不審者や不審⾞両を⾒かけた場合はすぐに通報してください。 
 

※その他刑法犯等には、暴⾏・傷害・万引き・詐欺・器物損壊などの犯罪発⽣件数が含まれます。 
 
問 会津坂下警察署⽣活安全係 ０２４２－８３－３４５１ 
 
 
 
 
 
 
 
 

令和元年１０⽉の柳津町建設⼯事等⼊札のうち、指名競争⼊札により落札価格が１００万円以上の⼯
事・委託についての結果です。 

なお、１００万円以下の⼊札結果については役場２階総務課企画財政班において閲覧ができます。 
 
指名競争⼊札  【⼯事】          （価格：税込価格 単位：円） 

⼊札⽇ ⼯事名 ⼯事箇所 予定価格 落札価格 落札業者

10 ⽉ 11 ⽇ 耐震性防⽕⽔槽設置
⼯事 

⼤字⼩椿字家ノ前
⼄地内 10,227,800 10,010,000 ⽻賀建設⼯業株式

会社 

10 ⽉ 11 ⽇ 
柳津町後継者独⾝住
宅建設⼯事実施設計
業務委託 

⼤字柳津字家ノ北
⼭地内 7,401,900 4,950,000 有限会社和泉設計

 
問 総務課企画財政班 電話４２－２１１２ 

区分 
街 頭 犯 罪 （令和元年９⽉３０⽇現在） ※平成３１年１⽉１⽇からの累計数 街頭 

犯罪 
合計 

その
他刑
法犯
等 

全刑
法犯強盗 空き 

巣 
忍込 
み 

事務 
所荒 
し 

出店 
荒し 

⾃動
⾞盗

オー
トバ
イ盗

⾃転
⾞盗

⾃販
機ね
らい

⾞上
ねら
い 

ひっ
たく
り 

部品
ねら
い 

強制 
わい 
せつ 

管内  1  5     5 1   1 13 58 71 

柳津町             1 1 4 5 

会津坂下警察署からのお知らせ

令和元年１０⽉分⼯事等⼊札結果

第⼀弾プレミアム付き福満商品券をお持ちの⽅へ 

８


